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〜�森林の多⾯的機能の維持増進のため、

官⺠が連携協⼒して森林整備を推進�〜

⽇本最⼤規模！国有林と⺠有林が連携した効率的な森林施業へ

住友林業株式会社（社⻑：⽮野�⿓ 本社：東京都千代⽥区）の⽇向⼭林事業所（所⻑：池⽥ 茂 宮崎県⽇向市）

は、平成21年9⽉8⽇、九州森林管理局より報道発表された通り、九州地域における森林の持つ多⾯的機能の維持

増進に向けた、「九州地域における森林整備の推進に関する覚書」、及びそれを受けた「五⽊地域森林整備推進協

定」を本⽇締結しましたので、下記の通りお知らせ致します。

なお、熊本県五⽊地域における国有林と⺠有林の森林整備推進協定は約3,900haの森林共同施業団地を設定するも

ので、⽇本で最⼤規模の森林を対象とした協定の締結になります。

■「九州地域における森林整備の推進に関する覚書」について

� 締結

者

：林野庁�九州森林管理局

独⽴⾏政法⼈�森林総合研究所 森林農地整備センター

王⼦製紙株式会社

王⼦⽊材緑化株式会社

住友林業株式会社

⽇本製紙株式会社

九州横井林業株式会社

� ⽬的 ：九州地域における⼤規模森林所有者の連携協⼒により、森林のもつ多⾯的機能の維持増進に向け、森林

共同施業団地の設定をするとともに効率的な森林整備などを推進する。

� 内容 ：１．九州地域における森林の多⾯的機能の維持増進のため、情報交換、共有化、現地検討会の開催の実

施など、連携協⼒を推進する。

� � � ２．森林整備推進協定を締結して森林共同施業団地を設定し、当該団地における作業路網や間伐材など

の森林整備に係る実施計画を策定、効率的な森林整備を推進する。

� � � ３．林業経営者、市町村、県などとの間にて、森林整備に関する情報交換や共同施業団地の設定などを

通じた効率的な森林整備などに努める。

� � � ４．締結者は定期的に会合を開催し、取組状況について九州森林管理局などのホームページや各種会合

などを利⽤して定期的に公表し、これらを通じて本取組みへの理解の増進と普及に努める。

■「五⽊地域森林整備推進協定」について

� 締結

者

：林野庁�九州森林管理局�熊本南部森林管理署

独⽴⾏政法⼈�森林総合研究所 森林農地整備センター�熊本⽔源林整備事務所

住友林業株式会社�⽇向⼭林事業所

九州横井林業株式会社

� ⽬的 ：今回の森林整備推進協定では、安全で豊かな⽔の供給、災害の防⽌、森林資源の循環利⽤の促進などを

⽬的に国有林と⺠有林に森林共同施業団地を設定します。森林共同施業団地では、間伐の対象となる区

域や⾯積、間伐の⽅法や間伐材の販売⽅法、事業に必要な作業路網、及びその他施設の設置、並びに維

持管理に関する事項などを定め、林野庁九州森林管理局熊本南部森林管理署、独⽴⾏政法⼈森林総合研

究所森林農地整備センター熊本⽔源林整備事務所、住友林業株式会社⽇向⼭林事業所、及び九州横井林

業株式会社が所管する森林を、⼀体となって間伐などの森林整備を推進し、国有林と⺠有林が連携した

効率的な森林施業を主導していくことを⽬的とします。

http://sfc.jp/


� 背景 ：地球温暖化防⽌のためには、森林のCO2吸収能⼒などの機能を⾼めることが有効です。そのためには下

刈りや枝打ち、間伐などの森林整備を適切に⾏なうことが重要であり、このような森林施業はサステナ

ブルな資源である国産⽊材の循環利⽤にもつながります。従来は森林の所有者が個々に森林施業を⾏な

うことが多く、共同施業は⼀般的ではありませんでした。しかしながら、森林整備の効率化をはかる上

では、所有形態が異なる森林を⼀定のまとまりのある森林共同施業団地として設定し、間伐などの森林

整備の実⾏、作業路網やその他の施設の設置、及び維持管理に必要な連絡調整などが必要です。このよ

うな観点から、今回の協定は住友林業九州社有林に近在する国有林、⺠有林を⼀体として取り扱い、森

林施業や路網整備などについて当社を始めとする4者の間で調整し、適切かつ効率的に実施するもので

す。

� 区域 ：熊本県球磨郡五⽊村折⽴地区外

� ⾯積 ： 森林所有者など 森林⾯積(ha)

総数 3,935

九州森林管理局

熊本南部森林管理署
1,580

森林農地整備センター

熊本⽔源林整備事務所
1,800

住友林業(株)

⽇向⼭林事業所
317

九州横井林業(株) 238

� 効果 ：森林整備推進協定の締結により、作業道の開設や森林整備が効率的に⾏なわれることから、路網整備や

間伐などの森林施業におけるコストダウンが期待されます。また、間伐材などの販売については、⼭元

に最⼤限の利益が還元される⽅法を選択します。

� その

他

：今回の協定に続き、今後も他の地域においても同様の森林整備推進協定の締結を検討してまいります。
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≪お問合せ先≫

住友林業株式会社

コーポレート・コミュニケーション室 松家・⼤屋

ＴＥＬ：０３－３２１４－２２７０

ＦＡＸ：０３－３２１４－２２７２
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